
    　

平成27年版　居 住 地 別 飲 酒 運 転 ワ ー ス ト ラ ン キ ン グ

飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう。 

　１人以上

　0.5人以上１人未満

　0.5人未満

　0.5人以上１人未満

　0.1人以上0.5人未満

　０人

運転免許保有者1,000人当たりの飲酒運転者数 
（飲酒運転者とは、飲酒運転の違反者と交通事故の当事者の延べ人数） 

罰
 
則
 

酒酔い運転・・・５年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

酒気帯び運転・・３年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

平成26年

1 八頭町 9 0.74 5
2 岩美町 5 0.64 1
3 智頭町 3 0.61 6
4 湯梨浜町 7 0.61 11
5 倉吉市 19 0.59 10
6 伯耆町 4 0.52 15
7 江府町 1 0.49 3
8 日野町 1 0.47 15
9 鳥取市 54 0.43 8

10 米子市 38 0.38 9
11 北栄町 4 0.37 14
12 境港市 8 0.34 12
13 大山町 4 0.34 15
14 琴浦町 4 0.33 2
15 日南町 1 0.31 15
16 三朝町 1 0.22 13

若桜町 0 0.00 15
南部町 0 0.00 7

日吉津村 0 0.00 4
163

0.42
注１　飲酒運転者数(飲酒運転者の住居地)÷市町村ごとの免許保有者数×1000で算出

注２　全飲酒運転者数÷県内運転免許保有者数×1000で算出

17

ワースト
順　　位

飲酒運転者
1,000人
当たり 注1

ワースト
順　　位

県平均 注２

市町村

平成27年

合計


